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参 照 条 文

【評議，評決関係】

○裁判所法（昭和二十二年四月十六日法律第五十九号）

第七十七条 （評決） 裁判は、最高裁判所の裁判について最高裁判所が特別の定を

した場合を除いて、過半数の意見による。

２ 過半数の意見によつて裁判をする場合において、左の事項について意見が三説

以上に分れ、その説が各々過半数にならないときは、裁判は、左の意見による。

一 数額については、過半数になるまで最も多額の意見の数を順次少額の意見の

数に加え、その中で最も少額の意見

二 刑事については、過半数になるまで被告人に最も不利な意見の数を順次利益

な意見の数に加え、その中で最も利益な意見

（ ）○裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 平成十六年五月二十八日法律第六十三号

（評議）

第六十六条 第二条第一項の合議体における裁判員の関与する判断のための評議は、

構成裁判官及び裁判員が行う。

２ 裁判員は、前項の評議に出席し、意見を述べなければならない。

３ 裁判長は、必要と認めるときは、第一項の評議において、裁判員に対し、構成

裁判官の合議による法令の解釈に係る判断及び訴訟手続に関する判断を示さなけ

ればならない。

４ 裁判員は、前項の判断が示された場合には、これに従ってその職務を行わなけ

ればならない。

５ 裁判長は、第一項の評議において、裁判員に対して必要な法令に関する説明を

丁寧に行うとともに、評議を裁判員に分かりやすいものとなるように整理し、裁

判員が発言する機会を十分に設けるなど、裁判員がその職責を十分に果たすこと

ができるように配慮しなければならない。

（評決）

第六十七条 前条第一項の評議における裁判員の関与する判断は、裁判所法第七十七

条の規定にかかわらず、構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数

の過半数の意見による。

２ 刑の量定について意見が分かれ、その説が各々、構成裁判官及び裁判員の双方
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の意見を含む合議体の員数の過半数の意見にならないときは、その合議体の判断

は、構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見にな

るまで、被告人に最も不利な意見の数を順次利益な意見の数に加え、その中で最

も利益な意見による。

○裁判員の参加する刑事裁判に関する規則

（評議における配慮）

（ 。） 、 、第五十条 構成裁判官 法第六条第一項に規定する構成裁判官をいう は 評議において

裁判員から審理の内容を踏まえて各自の意見が述べられ、合議体の構成員の間で、充

実した意見交換が行われるように配慮しなければならない。




